学校校庭夜間使用のための団体登録について 
（１）場　所（２５校）
	小学校
	西原，陽東，田原小　
	３校

	中学校
	※泉が丘，陽北，横川，瑞穂野，晃陽，姿川，雀宮

清原，豊郷，※国本，城山，旭，陽西，陽南，※宝木，宮の原，鬼怒，若松原，星が丘，古里，※上河内
	２１校

	高　校
	白楊高
	１校


※テニスコートあり

（２）時　間　　・午後７時～午後９時３０分（※田原小は午後５時から）

（３）使用料　　・運動場（硬式野球は除く）：６３０円／３０分，
テニスコート：３１５円／３０分

　　　　　　　　・使用料の納付は利用券による。

６，３００円券（630円×10回），３，１５０円券（315円×10回）

・スポーツ振興課，各生涯学習センター（中央は除く），

各地区市民センター(篠井は除く)で販売

　　　　　　　　＜上河内地区-使用料の納付は現金による。＞

· 照明料：１，２６０円（軟式野球・ｿﾌﾄ），６００円（ｻｯｶｰ），
４２０円（ﾃﾆｽ）

＜河内地区-使用料の納付は現金による。＞

・照明料：５００円／３０分
（４）登録の流れ
１　利用したい学校の事務連絡先（別紙）に問い合わせ，利用調整をします。
　　　　　　　　２　スポーツ振興課にて団体登録をし，登録証を受け取ります。
３　利用券（チケット）を購入します。

４　利用する際に，管理指導員に登録証を提示し，チケットを渡します。

（※上河内地区，河内地区の学校を利用する場合は，それぞれ上河内体育館，河内体育館に直接問い合わせ）　　　　　　　　　　　　　
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